
１.特定事業の概要

２.特定事業等

 施設管理者等と協議の結果、基本計画に特定事業等を位置づけた施設等は以下のとおり

１）岡山駅地区

特定事業種別 施設種別 基本計画掲載ページ
鉄道駅 5-19㌻
バスターミナル 5-20㌻

道路特定事業 道路 5-21㌻
路外駐⾞場特定事業 市営駐⾞場、市営駐輪場（⺠営駐⾞場は除く） 5-22㌻

郵便局、銀行（ATMは除く） 5-22㌻から5-24㌻
市⺠会館、市⺠ホール、⽂化ホール等 5-25㌻
博物館、美術館、映画館等 5-26㌻
店舗面積1,000㎡超の大規模小売店舗 5-27㌻から5-34㌻
ホテル・旅館等（50室以上） 5-35㌻から5-38㌻

交通安全特定事業 交通安全施設 5-38㌻
軌道駅 5-39㌻
バス停留所（1日の乗降客数が100人以上） 5-40㌻
駅前広場 5-41㌻、5-42㌻
通路 5-43㌻、5-44㌻
市営駐⾞場、市営駐輪場（⺠営駐⾞場は除く） 5-44㌻から5-46㌻

２）高島駅周辺地区

特定事業種別 施設種別 基本計画掲載ページ
公共交通特定事業 鉄道駅 5-46㌻
道路特定事業 道路 5-47㌻

郵便局・銀行（ATMは除く） 5-48㌻から5-50㌻
小学校、中学校、高等学校 5-50㌻、5-51㌻
公⺠館等 5-52㌻
病院（病床数２０以上） 5-53㌻
店舗面積1,000㎡超の大規模小売店舗 5-54㌻

交通安全特定事業 交通安全施設 5-55㌻
駅前広場（新設） 5-55㌻
バス停留所（1日の乗降客数が100人以上） 5-56㌻、5-57㌻
駅ロータリー 5-57㌻
市営駐⾞場、市営駐輪場（⺠営駐⾞場は除く） 5-58㌻

特定事業の調整結果について

・重点整備地区における生活関連施設・経路のバリアフリー化を具体化するために位置づける事業
・施設管理者と協議し、バリアフリー化の具体的な事業を設定（バリアフリー化対応済みの事業は除く）
・特定事業を定めた場合、各施設管理者には特定事業計画の作成とこれに基づく事業の実施義務が発生
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３）上道駅周辺地区

特定事業種別 施設種別 基本計画掲載ページ
道路特定事業 道路 5-59㌻

郵便局・銀行（ATMは除く） 5-60㌻、5-61㌻
小学校、中学校、高等学校 5-61㌻
店舗面積1,000㎡超の大規模小売店舗 5-62㌻

交通安全特定事業 交通安全施設 5-63㌻
鉄道駅 5-64㌻、5-65㌻
バス停留所（1日の乗降客数が100人以上） 5-65㌻
駅ロータリー 5-66㌻
市営駐⾞場、市営駐輪場（⺠営駐⾞場は除く） 5-67㌻

４）法界院駅周辺地区

特定事業種別 施設種別 基本計画掲載ページ
道路特定事業 道路 5-68㌻
都市公園特定事業 総合公園、運動公園、その他不特定多数の利用がある公園 5-69㌻から5-71㌻

郵便局・銀行（ATMは除く） 5-72㌻、5-73㌻
小学校、中学校、高等学校 5-73㌻、5-74㌻
公⺠館等 5-75㌻
店舗面積1,000㎡超の大規模小売店舗 5-76㌻
総合公園、運動公園、その他不特定多数の利用がある公園 5-77㌻から5-81㌻

交通安全特定事業 交通安全施設 5-82㌻
鉄道駅 5-83㌻
バス停留所（1日の乗降客数が100人以上） 5-84㌻、5-85㌻
市営駐⾞場、市営駐輪場（⺠営駐⾞場は除く） 5-85㌻

５）庭瀬駅周辺地区

特定事業種別 施設種別 基本計画掲載ページ
公共交通特定事業 鉄道駅 5-86㌻
道路特定事業 道路 5-87㌻

郵便局・銀行（ATMは除く） 5-88㌻、5-89㌻
地域センター、保健所・保健センター等 5-90㌻
小学校、中学校、高等学校 5-90㌻、5-91㌻
公⺠館等 5-91㌻
店舗面積1,000㎡超の大規模小売店舗 5-92㌻から5-94㌻

交通安全特定事業 交通安全施設 5-95㌻
駅前広場（新設） 5-95㌻
市営駐⾞場、市営駐輪場（⺠営駐⾞場は除く） 5-96㌻、5-97㌻

６）全地区共通

特定事業種別 施設種別 基本計画掲載ページ
バス 5-98㌻
タクシー 5-98㌻

教育啓発特定事業 ー 5-99㌻

その他の事業
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